
外国投資家Aが本邦X社の設立新株・増資新株を
取得する場合
---外国投資家の定義および居住者・非居住者の定義は、日本銀行のホームページ 「外為法の報告書

　　についてよく寄せられる質問と回答（対内直接投資編）」および「同（資本取引編）」をご確認下さい。
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<注1>ここでご案内の届出書・報告書以外に、X社は、出資金を海外から受領する際、もしくはAが居住者

外国投資家に該当し、Aが海外口座から出資金を支払う際に、「支払又は支払の受領に関する報告

書」の提出が必要な場合がありますので、ご注意下さい。また、X社は、設立・増資新株の発行又は

募集にあたり、 「証券の発行又は募集に関する報告書」の提出が必要な場合がありますので、ご注

意下さい。なお、それぞれの報告書の提出にあたっては、同報告書の記入の手引をご確認下さい。

<注2>届出書、報告書の提出にあたっては、それぞれの記入の手引を確認の上、手続を行って下さい。Yes
No
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